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251670528水土里ネットいなば便りの発刊にあたり      

 

                           水土里ネットいなば 

                    理事長     冨樫達喜 

 

 初秋の候、 組合員の皆様におかれましてはご壮健のことと存じます。

いなば便りの発刊にあたり一言ご挨拶申しあげます。 

 日頃より組合員の皆様におかれましては、本区の運営並びに事業の推

進にご理解とご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

 去る 3 月 10 日に平成 29 年度通常総代会が開催され、慎重審議の結果

議案総数 23 案件全てにおいて承認並びに議決を戴きました。今年の一般

会計賦課金につきましては、昨年同額の 4,500 円となりましたが、電力料

金、諸物価の高騰など管理費の増大が懸念されますので、今後とも補助

金制度等を活用しながら賦課金の高騰に繋がらないように努力してまい

ります。 

 昭和 44 年度から長きに亘り国の主導で実施されてきた米の生産調整

が、いよいよ平成 30 年度から廃止され、県、市町村、農協、農家個人の

判断に委ねられることになります。また、これに付随し農家に支払われ

た 10 アール 7,500 円の直接支払交付金も廃止になるなど、これまで国主

導で行われてきた制度の見直しの年を来年に控え、この大転換が米づく

り中心である本地域農業にあたえる影響を考えると今から心配でなりま

せん。 

 昨年度、組合員の皆様ご協力のもとに行いました農地の再整備に関す

る意向調査アンケートの結果では、農業者の高齢化が急速に進み、後継

者不足が顕著に表れています。特に 20 歳代～30 歳代の後継者が少ない現

実と離農を考えている農家が非常に多いことには、本地域農業の将来に

ついて不安を感じているところです。「食糧の安定供給」は勿論のこと

「国土の保全」に代表される国民に期待される役割を果たすためにも生

産基盤の整備は土地改良区の使命です。圃場整備は長い年月と膨大な資

金を要する事業です。本区では、将来に亘って我が国の食料生産基地の

役割をしっかり果たせるように今から準備を進めてまいります。  

 現在、本地域でも強い農業の実現のため、農地の大区画化・汎用化等に

繋がる再整備が一層重要となってきております。今後人口減少と消費者

の嗜好の変化（米離れ）により、米の消費量が年間８万ｔづつ減少する

サンプル 
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事が明白に成っていることからも高収益作物（補助金なしでも収益の上

がる作物）を組み入れた営農と更には高品質米はもちろんのこと輸出米

も視野に入れながら、あらゆる時代のニーズに即応できる生産機能を維

持しつつ、徹底したコスト削減と農業経営の効率化を図るための新たな

生産基盤づくりを目指すことは不可欠です。 

 特に水稲単作による農業経営には限界があることからも国は、農業政

策として高収益作目への転換を強力に推進しており、国営農地再編事業

導入にあたってもそれが条件とされていることから、鶴岡市の強力なバ

ックアップの下において、平成 29 年 6 月に本目標実現に向けた因幡堰土

地改良区管内営農構想策定委員会が設置されました。庄内総合支庁、Ｊ

Ａ全農山形、ＪＡ庄内たがわ、農事組合法人、大規模個人経営農家、鶴

岡市農林水産部、因幡堰土地改良区が構成メンバーです。関係者が一同

に会する好機にしっかり議論し、よりよい営農構想をつくり上げるよう

努める所存です。 

 本区の懸案再整備につきましては、アンケート調査の結果にも表れて

いるように反対するご意見もございますが、後継者世代を中心に早期実

現を求める声がより多くよせられています。双方の意見に耳を傾け、将

来に遺恨を残さぬように慎重に進めてまいりますので、一層のご理解と

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 最後に豊穣の秋と組合員各位のご繁栄を祈念してご挨拶といたしま

す。   

 国営緊急農地再編整備事業視察 （美唄地区 / 平成２９年７月４日） 



単位：千円

１ 一 般 会 計 103,135 102,313 822 -

圃 場 整 備 事 業 費

（赤川地区第７事業区）

県 営 柳 久 瀬 地 区

圃 場 整 備 事 業 費

県 営 後 田 地 区

土地改良総合整備事業費

第 ３ 事 業 区

圃 場 整 備 事 業 費

総 代 役 員 職 員

表 彰 退 任 慰 労 金 費

７ 職 員 退 職 給 与 金 費 37,590 32,951 4,639 - 〃

８ 基 金 積 立 金 費 207,711 206,213 1,498 - 〃

９ 除 外 決 済 金 費 856 1,603 - 747 〃

-

884

-

-

-

94

69

６ 2,578

３

４

５

1,102

301

1,315

〃1,978 600

特別会計

〃

〃

〃

894

232

1,221

1,986

比　　　　較

増

3,959 4,853

前年度予算額

-

減

２

平成２９年度  予算について

 　平成２９年３月１０日、因幡堰土地改良区事務所に於いて通常総代会が開催され、
 各議案について慎重に審議がなされ、全議案が原案の通り可決されました。

付　記会 計 区 分 本年度予算額



〔歳　　　　入〕

本　年　度 前　年　度

予　算　額 予　算　額 増 減

1 区 費 74,375 74,408 - 33 72.11%

2 雑 収 入 3,703 3,821 - 118 3.59%

3 繰 入 金 5,118 2,618 2,500 - 4.96%

4 繰 越 金 10,000 9,527 473 - 9.70%

5 受 託 費 939 939 - - 0.91%

6 支 援 金 9,000 9,000 - - 8.73%

交 付 金 ・ 補 助 金 - 2,000 - 2,000

103,135 102,313 822 - 100.00%

〔歳　　　　出〕

本　年　度 前　年　度

予　算　額 予　算　額 増 減

1 事 務 所 費 52,924 49,133 3,791 - 51.32%

2 選 挙 費 100 500 - 400 0.10%

3 維 持 管 理 費 22,250 23,950 - 1,700 21.57%

4 財 産 費 3,450 3,550 - 100 3.34%

5 負 担 金 9,849 11,388 - 1,539 9.55%

6 諸 費 8,301 7,961 340 - 8.05%

7 繰 出 金 4,824 4,421 403 - 4.68%

8 予 備 費 1,437 1,410 27 - 1.39%

103,135 102,313 822 - 100.00%

平成２９年度〔一般会計〕歳入歳出予算

款

単位：千円

比　　較
付記％

単位：千円

比　　較
付記％

歳　出　合　計

歳　入　合　計

款



       　 　（赤川地区第７事業区） 歳入歳出予算　

〔歳　　　　入〕
単位：千円

本　年　度 前　年　度

予　算　額 予　算　額 増 減

1 賦 課 金 2,125 2,126 - 1 53.67%

2 雑 収 入 9 36 - 27 0.23%

3 繰 入 金 2 2 - - 0.05%

4 繰 越 金 1,823 2,689 - 866 46.05%

3,959 4,853 - 894 100.00%

〔歳　　　　出〕
単位：千円

本　年　度 前　年　度比　　　較

予　算　額 予　算　額 増 減

1 諸 費 15 15 - - 0.38%

2 繰 出 金 2,206 3,002 - 796 55.72%

オ － プ ン 地 区

適 正 管 理 事 業 費

パ イ プ 地 区

適 正 管 理 事 業 費

5 予 備 費 38 136 - 98 0.96%

3,959 4,853 - 894 100.00%

歳　入　合　計

比　　　較
款

平成２９年度 〔特別会計〕圃場整備事業費

歳  出　合　計

款 付記　％

4 600

3 1,100 1,100 - -

比　　　較

27.78%

600

付記　％

15.16%- -



(10a当り　単位：円）

（事業償還金、事業
負担金含む）

（事業償還金、事業
負担金含む）

また督促状が発行された場合は、

4,500

経 常 費

共 同 管 理 費

会　　　　　計

第１期

第２期

会　　計　　内　　訳

納期限

①一 般 会 計

-

-

550

県営後田地区土地改良総合整備事業費

合　計（①+②+③）

平成２９年度 〔会計別〕 賦 課 金 に つ い て

3,950

〔 普 通 地 区 〕

経 常 費

4

一 般 会 計

②

合　計（①+②）

（赤川地区第７事業区）

特別会計圃場
整 備 事 業 費

オープン地区

パ イ プ 地 区

共 同 管 理 費

前年度比較

-2,2502,250

-

200

200

-

-4,000

平成29年10月31日

平成29年4月28日

第２期第１期

-

3 200

-管理費

200 -

200

200

200

維 持 管 理 費

-

8,000

3,500

3,950

550

200

4,000

1-1

1-2

県営柳久瀬地区圃場整備事業費 管理費

管理費

③

〔パイプ地区〕

2

①

②

延滞金と督促手数料４００円が加算徴収されます。

- 200 -第 ３ 事 業 区 圃 場 整 備 事 業 費

納期限を過ぎた賦課金には 日歩３銭（年利１０.９５％）の延滞金が徴収されます。

2005



　平成29年度一般会計において予定されている事業は下記の通りですが、事業実施の

 本土地改良区内の農地を転用した場合は、速やかに本区に届け出る様お願いいた

します。

届け出をされないと、いつまでも賦課金を徴収されることになります。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

事 業 内 容

維持管理事業

山 形 県 管 理 業 務 委 託
基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業

東二号幹線用水路
L=5.5㎞

平成２９年度　〔一般会計〕事業概要について

高寺分水工～柳久瀬
九日田分水工940

事 業 費

単位：千円

摘 要

【通年維持管理事業】（一般会計）

     〃

     〃

道水路補修及び旱魃対策
安全対策工事

4,570

事 業 種 別

草木刈払・土砂浚渫業務
等

130

幹 線 用 排 水 路 等 工 事

幹線用排水路等維持管理

各会計毎の決済金額は、次の通りです。

173,714 円１ ０ a 当 り

平成２９年度　地区除外決済金について

第 ５ 事 業 区 圃 場 整 備 事 業 費

〃

維 持 管 理 事 業 費 （ 一 般 全 地 区 ）

円〃 （ パ イ プ 地 区 ） 105,000

〃 6,000 円

  時点で事業費の割当等により多少の変更がある場合もあります。

6,000 円

6,000 円

6,000県営圃場整備事業費〔第７事業区〕（全地区） 円

6,000 円

〃

県 営 柳 久 瀬 地 区 圃 場 整 備 事 業 費

県 営 後 田 地 区 土 地 改 良 総 合 整 備 事 業 費

第 ３ 事 業 区 圃 場 整 備 事 業 費

〃

〃

〃



□写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出 トラクター・モアの使用

□写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出

□写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出 □写真撮影・□日報提出

仮置き砕石 刈払機 購入資材・リース機械の使用状況

大雨等の洪水時　田んぼダムの状況

草
刈
り

時
期

内
容

点
検
及
び

機
能
診
断

泥
上
げ

６
・
７
月

５
・
６
月

４
月

そ
の
他

物
品
購
入

田
ん
ぼ
ダ
ム

ゴ
ミ
拾
い

計
画
策
定

５
～

７
月

植
栽
活
動

９
月

草
刈
り

７
・
８
月

異
常
気
象
等

後
の
見
回
り

水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
会議・役員会 
水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
会議・役員会 

水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
会議・役員会 
水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
農用地 

水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
会議・役員会 
水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 

水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
会議・役員会 
水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
農 道 

水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 
会議・役員会 
水路・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲ

ﾝ 

植栽・ゴミ拾い 

・田んぼダム 

※会議・役員会については、４月に限らず通年をとおして実施した際に
必ず写真撮影をお願いします。飲料、茶菓子の購入・公民館使用料の
請求がある場合、活動写真がないと事業からの支出ができなくなります。 

※植栽活動は活動写真も必要ですが、農業施設（農用地・
水路・農道）に定植またはプランターを設置している（並べられ
ている）写真を必ず撮るようお願いします。 

※ゴミ拾いは、農業施設（農用地・水路・農道）のゴミ拾いを
している写真（背景に農業施設が写っている）を必ず撮るよう
お願いします。 

春 

夏 

秋 

赤土・砕石、刈払い機等備品の購入または、
機械をリースした際は、購入・リースした物品
と使用状況を撮影するようお願いします。 



１． 名義変更の届け出

　①組合員が死亡したとき。

　②土地改良法第３条の資格者（納税義務者、所有者）が変わったとき。

２． 資格取喪の届け出

　①売買を行ったとき。

　②賃貸借関係の変更で、耕作者が変わったとき。

３． 新規組合員の届け出

　①売買により、新規組合員になるとき。

　②賃貸借関係により、新規組合員になるとき。

４． 組合員抹消の届け出

　①売買により、耕作地がなくなったとき。

　②小作地返還により、耕作地がなくなったとき。

５． 農業者年金受給による資格交替届け出

６． 住所変更の届け出

☆届け出用紙は土地改良区にありますので、印鑑をご持参の上おいで願います。

〔農地の移動及び転用について〕

　組合員が所有又は耕作している農地の名義が所有権移転、耕作権の移動、経営移

譲・農地転用等により変更が生じた場合は、すみやかに本土地改良区へ届け出て、変

更の手続きを取って下さるようお願いいたします。

　変更の届け出は自己申請ですので、届け出がなければ賦課台帳等の修正はなされ

ず、現資格者に賦課されることになります。

　また変更される場合は、賦課金を滞納していないかよく確認してから行って下さ

い。もし、滞納している場合には、新資格者に支払い義務が生じますのでご注意願い

ます。

こんな時は届け出しましょう！ 



◎文書交付手数料は、下記の通りです。

区費賦課証明書 １件 ５４０円

農林漁業資金年賦償還計画証明書 １件 ７５６円

原簿の謄本及び抄本 １件 ５４０円

土地改良事業地域に関する証明書 １件 ５４０円

原簿閲覧 １種別１回 ３２４円

事業計画図面閲覧 １種別１回 ３２４円

換地計画確定図面閲覧 １種別１回 ３２４円

各証明書等副本 １通 ２１６円

謄写図面交付 １件 ２１６円

農地転用に関する意見書（普通） １件 ２,１６０円

農地転用に関する意見書（複雑） １件 ４,３２０円

国有地に関する承諾書及び意見書 １件 ２,１６０円

工作物設置承諾書 １件 ２,１６０円

流水使用、排水等の許可申請書 １件 ５,４００円

土地改良財産使用等の承諾申請書 １件 ３,２４０円

各承諾許可書等副本 １通 ２１６円

現地立会料 １件 ２,１６０円

（１）用水の節水と有効利用について

（２）汚濁、汚染の放流禁止について

７.

８.

１.

２.

３.

４.

５.

６.

１５.

　汚濁、汚染等の放流により、水路の汚れが最近ひどくなっている地域が見受け

られます。 これまで浄化槽設置を条件に許可したものであっても、施設に不備な

点があった場合は、許可を取り消すこともありえますので十分注意して下さい。

　組合員の皆様方は、用水の管理については大変なご苦労をなされている訳け

ですので、お互いに協力し合って節水につとめ、限られた水資源を有効に使って

行きましょう。

９.

１０.

１１.

１２.

１７.

１６.

〔交付手数料について〕

以上

以上

以上

以上

以上

以上

１３.

１４.

☆ 水 を 大 切 に ☆ 



　平成２８年度第二回臨時総代会が平成２８年８月１０日に開催され、平成２７年度の

一般会計並びに特別会計決算書、財産目録、事業報告書が承認されました。

〔一般会計〕 単位：円

款 決　算　額 款 予　算　額 決　算　額

1 区 費 74,432,000 73,835,420 1 事 務 所 費 50,248,000 45,854,477

2 雑 収 入 4,510,000 2,507,280 2 選 挙 費 100,000 0

3 繰 入 金 3,096,000 3,096,000 3 維持管理費 23,430,000 18,834,590

4 繰 越 金 21,731,000 21,731,887 4 財 産 費 5,710,000 4,648,403

5 受 託 費 3,439,000 3,884,600 5 負 担 金 15,951,000 15,165,111

6 支 援 金 10,000,000 9,146,674 6 諸 費 7,061,000 6,557,554

7 繰 出 金 13,614,000 13,613,916

8 予 備 費 1,094,000 0

117,208,000 114,201,861 計 117,208,000 104,674,051

歳入歳出差引残金9,527,810円は平成２８年度へ繰越（内維持管理繰越金1,680,450円）

〔特別会計・1〕　圃場整備事業費（赤川地区第７事業区） 単位：円

款 予　算　額 決　算　額 款 予　算　額 決　算　額

1 賦 課 金 2,126,000 2,119,723 1 諸 費 15,000 864

2 雑 収 入 54,000 31,951 2 繰 出 金 2,306,000 2,306,000

3 繰 入 金 2,000 2,000 全 地 区

4 繰 越 金 2,843,000 2,843,689 適正管理費

オ－プン地区

適正管理費

パイプ地区

適正管理費

6 予 備 費 66,000 0

5,025,000 4,997,363 5,025,000 2,306,864

歳入歳出差引残金2,690,499円は平成２８年度へ繰越

予　算　額

4 0

計

歳　　　入

計

3

5 550,000 0

平成２７年度　財　務　状　況

1,000,000

歳　　　出

計

歳　　　入 歳　　　出

1.収 支 決 算 書

1,088,000 0



〔特別会計・２〕 　　単位：円

県 営 柳 久 瀬 地 区
圃 場 整 備 事 業 費

県 営 後 田 地 区
土地改良総合整備事業費

第 ３ 事 業 区
圃 場 整 備 事 業 費

総 代 役 員 職 員 表 彰
退 任 慰 労 金 費

因 幡 堰 土 地 改 良 区
職 員 退 職 給 与 金 費

因 幡 堰 土 地 改 良 区
基 金 積 立 金 費

因 幡 堰 土 地 改 良 区
除 外 決 済 金 費

歳入歳出差引残金は各会計毎に平成２８年度へ繰越

差引残金歳出決算額

1,707,8891,005,000

会 計 区 分 予 算 額 歳入決算額

2,737,000 2,712,889

975,536

202,690,000 202,966,983 2,980,000

3,769,521

199,986,983

4,745,0574,439,000

1,127,000 1,126,399

161,000 3,000

1,122,399

154,507

4,000

157,507

3,786,552

32,951,000 0

3,785,000

32,978,048

2,748,713 1,037,839

32,978,048

21,806,056

会 計 区 分 歳出決算額

赤川地区共同管理費 121,357,000 130,830,760 109,024,704

予 算 額 歳入決算額 差引残金



［資産の部］

15,807,154 円

29,195,030 円

263,212,271 円

308,214,455 円

［負債の部］

234,978,406 円

234,978,406 円

２．財 産 目 録

摘　　　　　　　　　　　　　　要

単位：円

　        金　  　額

(1)流動資産（一般会計他会計基金積立金等）

(3)固定資産（建物・機械器具備品等）

(3)その他の固定資産（基本財産及び積立金等）

　土地改良区の各施設の維持管理は、組合員の賦課金でま
かなわれております。
　刈草やゴミを水路に捨てますと水害やポンプ等施設の故
障の原因となり、管理費の増加につながります。
　みんなで注意しましょう。

摘　　　　　　　　　　　　　要

資　　　　　産　　　　　合　　　　　計

資　　　　　産　　　　　合　　　　　計

　        金　  　額

単位：円

(1)固定負債（任意更新積立金）



＜ 総　務　課 ＞

＜ 会　計　課 ＞

＜ 工　務　課 ＞

●各揚水機場の傭人は次の方々です。

施設電話番号

三 和

八色木、小中島

三和第１、第２揚水機場
(八栄島第２揚水機場)

八栄島第１、第２揚水機場

幹 線 施 設 ・ 監 視
(八栄島第２揚水機場)

山 川 利 夫

柏 倉 奈 緒

氏　　　　　名

安 藤 寿 克

(臨時職員）

本 間 洋 昭

(嘱託職員）

会 計 補 助 (兼務）

所 在 地

工 務 係 長

施　　設　　名

技 術 主 幹

工 務 課 長

080-1651-4191

佐 藤 隆

鈴 木 雄 次

小 鷹 正 廣

－

－

叶 野 直 人

安 藤 寿 克

会 計 課 長

会 計 係 (兼務）

柏 倉 奈 緒

叶 野 直 人

本 間 洋 昭

(臨時職員）

区 域 全 域

庶 務 係

(兼務）

(兼務）

職員の配置について

事 務 局 長

総 務 課 長 補 佐

財 務 係

(兼務）

佐 藤 友 二

総 務 課 長 佐 藤 友 二

平成２９年度の職員配置は次の通りです。


